
１　総括

(１)　人件費の状況（普通会計決算）

(２)　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
（注）２　職員数は、平成28年４月１日の人数です。
（注）３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま
（注）３　れていますが、職員数には当該職員を含んでいません。

(３)　ラスパイレス指数の状況

前年度末（３月頃）に定員管理調査の結果が発表され、その中でラスパイとかが見えるはず。
総務省のホームページを適当にさらうと出てくると思います。

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する
（注）１　ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職
（注）１　俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数をいいます。
（注）２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平
（注）２　均したものです。
（注）３　平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が
（注）３　ないとした場合の値である。

計　Ｂ

2,244,102 千円

給　与　費

区　分

平成28年度

6,127 千円

(参考)１人当たり給与費
Ｂ／Ａ

(参考)前年度の
１人当たり給与費

給料

1,352,305 千円

職員手当

342,589 千円

期末勤勉手当

549,208 千円

三 浦 市 の 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況

実質収支
住民基本台帳人口

(平成28年１月１日)

45,174 人

 歳　出　額
Ａ

16,735,001 千円

(参考)前年度の

人件費率

19.39%

人　件　費
Ｂ

3,188,905 千円

人件費率
Ｂ／Ａ

19.06%74,352 千円
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Ａ
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(４)　給与制度の総合的見直しの実施状況について

①　給料表の見直し 【平成27年４月１日付け実施】
　一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえて、平均1.6％引下げました。
　また、激変緩和のため、３年間（平成30年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施しています。

②　地域手当の見直し 【国基準６％に対し、三浦市においても６％を支給】
　平成27年４月１日より実施しています。
　地域手当支給率については、段階的に支給割合を引き上げることとし、平成27年３月31日時点で
３％となっていましたが、平成28年４月１日以降は国基準である６％を支給しています。

③　その他の見直し内容
　管理職員特別勤務手当については、国と同様に見直しを実施しました。（平成27年４月１日実施）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(１)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年４月１日現在）
①　一般行政職

※神奈川県及び類似団体の状況については、まだ公表されていないため、公表後に追加した上で
※更新します。（以下②から⑦についても同様です。）

②　税務職（総務部税務課の職員）

③　医師職（市立病院の医師）

④　医療技術職（市立病院の薬剤師･検査技師等）

類似団体

国 45.9 歳 309,342 円 - 354,542 円

神奈川県

三浦市 36.3 歳 266,358 円 352,317 円 305,472 円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

類似団体

国 51.3 歳 501,432 円 - 849,874 円

神奈川県

三浦市 49.8 歳 566,857 円 1,402,229 円 699,006 円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

類似団体

国 43.1 歳 364,107 円 - 440,286 円

神奈川県

三浦市 34.5 歳 268,333 円 399,082 円 303,541 円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

43.6 歳 330,531 円 - 410,719 円

神奈川県

国

類似団体

42.4 歳 318,815 円

区　分

三浦市

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

402,660 円 366,800 円

 国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当

の支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

制度概要 



⑤　看護保健職（助産師･保健師･看護師及び准看護師）

⑦　技能労務職（技能労務職給料表適用職員）

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されている

※データを使用しています。（平成25年～27年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢､業務内

※容､雇用形態等の点において完全には一致していません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞ

※れ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に

※支給された期末勤勉手当、民間においては前年に支給された年

※間賞与の額を加えた試算値です。

※本市に「学校給食ボイラー」「自動車運転手」として各１名が在職し

※ていますが、個人情報保護の観点から「その他」の区分に含めてい

※ます。

※三浦市における区分「その他」は、上記職種以外に道路補修や庁

※舎営繕の業務にあたっている者です。

（注）１　「平均給料月額」とは、平成29年４月１日現在の各職種ごとの職員の基本給の平均です。
（注）２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外
（注）２　勤務手当などの諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら
（注）２　かにされているものです。
（注）２　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額として記載している額に
（注）２　は時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公
（注）２　務員と同じ方法で再計算したものです。

(２)　　職員の初任給の状況（平成29年４月１日現在）

保　健　師

 看護保健職

大　学　卒 301,400 円 - 245,200 円

-
143,500 円

区　　分

 医　師　職

高　校　卒

 技能労務職　（18歳採用）

 消　防　職
205,800 円
184,800 円
147,000 円

-
-

143,500 円

大　学　卒

高　校　卒

 一般行政職

182,700 円 184,800 円

167,600 円
155,800 円

164,700 円
150,500 円

短　大　卒

大　学　卒

大 学 ６ 卒

看　護　師 195,900 円
短　大　卒

 医療技術職

224,700 円
203,600 円
180,700 円

-
-
-

大　学　卒 184,400 円
162,200 円

222,300 円
186,300 円
198,700 円

-
-
-

准看護師 160,100 円

三　　浦　　市 神 奈 川 県 国

-
146,100 円

平均給与月額
（国ベース）

336,905 円

336,747 円

-

総合職
一般職

182,700 円
178,200 円

- -339,518 円 - -

-

-

206,800 円

-

その他 -

平均年齢

51.6 歳

51.1 歳

-

-

52.8 歳

50.6 歳

職員数

33 人

25 人

学校給食ﾎﾞｲﾗｰ -

自動車運転手 -

-

-

5,571,420 円

-

2,888,800 円

-

三　浦　市 -

清掃作業員 1.44

-

5,733,839 円

-

3,968,100 円

区　　分

Ｃ／Ｄ
公務員

（Ｃ）
民　間
（Ｄ）

参　　考
年収ベース（試算値）の比較

--- -- -類似団体

- -- -神奈川県

- -328,360 円 - -国 2,722 人 286,833 円 -

その他 6 人 306,050 円 344,822 円

自家用自動車運転者 -61.1 歳 216,200 円自動車運転手 -

- -- -学校給食ﾎﾞｲﾗｰ -

-

-

-

-

-

類似団体

清掃作業員 廃棄物処理業従業員 1.2245.3 歳 290,300 円

三　浦　市 -

平均給与月額
（Ｂ）

-

区　　分

参考

Ａ／Ｂ
平均給与月額

（Ａ）

352,708 円

355,283 円

平均給料月額

301,973 円

300,568 円

公　　　務　　　員

対応する民間
の類似職種

平均年齢

-

民　　　間

国 46.9 歳 314,870 円 - 349,161 円

神奈川県

三浦市 40.6 歳 279,126 円 368,897 円 325,864 円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）



(３)　 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成29年４月１日現在）

(注）１　経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうもの
(注）１　です。
(注）２　対象となる職員が少数である場合には、個人情報保護のため記載していません。

３　一般行政職の級別職員数等の状況

(１)　 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成29年４月１日現在）

(注) １　給与条例に基づく行政職給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内容とは、それぞ
(注) １　れの級に該当する代表的な職名です。
(注) ２　(　)内は、再任用短時間勤務職員であり、職員数には含んでいません。

←時点更新

グループリーダー
主査

59 人 23.0%

区　　分

349,200 円

２級 主事 35 人 13.6% 161,700 円

444,100 円６級 部長 9 人 3.5% 361,800 円

380,200 円

５級 課長 42 人 16.3% 317,700 円 409,400 円

４級 261,100 円

最高号給の
給料月額

１級 主事補 17 人 6.6% 132,600 円 290,100 円

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の
給料月額

338,300 円

３級 主任 95 人 37.0% 191,700 円

経験年数20年

 一般行政職
大　学　卒

高　校　卒

経験年数30年

技能労務職

経験年数10年
262,863 円

-
337,625 円

-
-

経験年数25年
365,525 円
341,686 円

-
-

311,467 円-

398,960 円

１級 6.6% １級 5.2% １級 6.0% 
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(２)　 等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成29年４月１日現在）
内訳
職名 人

職制上の段階
人

100% 100%

0

0

1

9

257

17 6.6%

35 13.6%

95 37.0%

59 23.0%

42 16.3%

9 3.5%

3

0

2

4

0

42

1

6

1

計

17

17

35

35

95

95

47

12

59

1

1

31

所長

館長

理事

部長

担当部長

所長

参与

局長

計

計

計

計

計

等級

１級

２級

３級

４級

５級

６級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

主事補の職務

主事の職務

主任の職務

グループリーダー又は主査の職務

１　会計管理者、室長、課長、担当
課長又は主幹の職務

２　委員会等の事務局の長の職務

３　出張所、公民館、図書館、教育
研究所、市場管理事務所、環境セ
ンター又は清掃事業所の長の職務

１　理事、部長、担当部長、福祉事
務所長又は参与の職務

２　困難な業務を行う委員会等の事
務局の長の職務

合計 257

9

42

59

95

35

17 6.6%

13.6%

37.0%

3.5% 部長級

段階

主事補級

％人
合計

主事補

％

主事級

主任級

主事

主任

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー

級

23.0%

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

主査

課長級

会計管理者

室長

課長

担当課長

主幹

局長

16.3%



(２) 　昇給の実施状況
　昇給には以下のものがあります。

①　査定昇給
　昇給前１年間の勤務成績により、昇給号給を決定する制度です。
　勤務成績が良好であった者についての昇給号給数（４号給）を標準としています。

②　その他の昇給
　勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、
又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合に昇給を
させることができる。　（平成29年度該当者　０人）

４　職員の手当の状況

(１) 　期末手当・勤勉手当

（注）１　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。
（注）２　神奈川県の1人当たり平均支給額は、まだ公表されていないため、公表後に追加した上で更新
（注）２　します。

(２) 　退職手当（平成29年４月１日現在）

(３)　地域手当（平成29年４月１日現在）

％ 人
％
％
％
％
％

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公
（注）　務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数をいいます。
（注）　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

１人当たり平均支給額（平成28年度)
1,514 千円

１人当たり平均支給額（平成28年度)

（平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合） （平成27年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

勤続20年
勤続25年
勤続35年

最高限度額

三浦市 神奈川県 国

-

期末手当 勤勉手当
2.600 月分 1.700 月分
(1.450 )月分 (0.800 )月分

期末手当 勤勉手当
2.600 月分 1.700 月分
(1.450 )月分 (0.800 )月分

期末手当 勤勉手当
1.700 月分

(1.450 )月分 (0.800 )月分

定年・勧奨区　　分
三　　　　　　　　浦　　　　　　　　市 国

区　　分 自己都合 定年・勧奨
勤続20年 20.4450 月分 25.5563 月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　　　　２～９％ ・役職加算　　　　　５～20％ ・役職加算　　　　　５～20％

自己都合
20.4450 月分 25.5563 月分

・管理職加算　　 　なし ・管理職加算　　 　10～20％ ・管理職加算　　 　10～25％

2.600 月分

その他の加算措置
・定年前早期退職特例措置 （２％～45％加算）

-

　　支　給　実　績（平成28年度決算）
　　支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算）

153,661 千円
285,086 円

勤続25年 29.1450 月分 34.5825 月分
勤続35年 41.3250 月分 49.5900 月分

最高限度額 49.5900 月分 49.5900 月分

その他の加算措置
・定年前早期退職特例措置 （２％～20％加算）

１人当たり平均支給額

29.1450 月分
41.3250 月分
49.5900 月分
2,810 千円

34.5825 月分
49.5900 月分
49.5900 月分
3,656 千円 １人当たり平均支給額

地域手当補正後のラスパイレス指数 96.8
（ラスパイレス指数） 96.8

16
6

10
6

国　　の　　制　　度　　（支　給　率　等）

下記官署以外
総務省 関東総合通信局 電波監理部 （初声町高円坊1691）

下記官署以外
総務省 関東総合通信局 電波監理部 （初声町高円坊1691）

全
地
域

10

支給対象地域

医　師

看護職

その他

支給率

16

12

6

支給対象職員数

14

82

443



(４)　特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）

(５)　時間外勤務手当

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、同じ年度の３月31日現在の総職員数（管
（注）　理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職
（注）　員を含みます。

(６)　その他の手当（平成29年４月１日現在）

（月額）

※職員に配偶者がいない場合の扶養手当額は、扶養親族1人にのみ適用します。

父母等
子

配偶者
なし※ 父母等

子
9,000 円

10,000 円
9,000 円

10,000 円
6,500 円 6,500 円

8,000 円8,000 円

27,000 円
運賃相当額

(2km以上)

19,553 円 234,663 円

650,000 円　宿日直手当

支給限度額

市立病院医師・看護師

27,000 円 314,251 円

10,549 円 123,974 円

　住居手当

824,886 円　管理職手当

支給実績（平成28年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算）

支給実績（平成27年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算）

166,552 千円
361 千円

166,183 千円
357 千円

市立病院 看護師
市立病院 看護師

分娩介助業務
深夜看護業務
死体処理作業

手当の名称
医務手当

主な支給対象職員
市立病院 医師

主な支給対象業務

82,532 千円
1,072 円

0 円
14.29%

8

支給実績（平成28年度決算）
支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算）
　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市立病院を除く）
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度）
手当の種類（手当数）

医師の業務
左記職員に対する支給単価

　月額　70,000円以内
　総額において,入院管
理料を除く入院基本料
金､薬価､医療材料費及
び経費を除く診療収入
の100分の２０に相当す
る額以内

医師の診療業務市立病院 医師医師診療手当

　１件　450円
　１回　6,100円以内
　１件　200円

分娩介助手当
夜間看護手当

60,074 千円

31,425 千円

57,400 千円

65,166 千円

10,400 千円

三浦市

給料表・職務
の級・ポスト別
の定額制

51,250 円

5,000 円

　日額　100円

　１回　2,000円以内
緊急業務従事について
は、１日につき２回分を
支給額限度とする。

月額支給
（年間総額500万円を超
えない額とする）

緊急呼出による業務市立病院 医療職職員緊急業務等手当

病院事業運営に対し
顕著な貢献があった場合

市立病院 医療技術職職員及び看護師貢献手当

支給職員１人当たり 支給職員１人当たり

の平均支給月額 　の平均支給年額

（H28.4月実績） （28年度決算）

支給実績

放射線取扱手当 市立病院 放射線技師 透視撮影及び治療

10,000 円

5,000 円

27,000 円
運賃相当額

(2km以上)

給料表・職務
の級・ポスト別
の定額制

20,000 円

手　当　名

扶
養
親
族

　扶養手当

満16歳から満22歳の
特定期間の加算

手当支給額　　

管理職職員

20,000 円

国
支給対象等

配　偶　者 10,000 円

　通勤手当

68,262 円

死体処理手当

市立病院 助産師

（28年度決算）



５　特別職の報酬等の状況（平成29年４月１日現在）

／

／

／

／

／

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）
（注）　勤めた場合における退職手当の見込額です。

（支給時期）（１期の手当額）
17,088,000 円

10,641,600 円

任期毎

任期毎

加算措置
役職加算　９％

平成29年度支給割合 加算措置
4.050 月分 役職加算　15％

区　　　分

給
料

市　長

副市長

給　　　料　　　月　　　額　　　等
（参考）類似団体における最高／最低額

890,000 円

739,000 円

平成29年度支給割合
4.200 月分

市　長
副市長

議　長
副議長
議　員

市　長

副市長

期
末
手
当

退
職
手
当

議　長

副議長

議　員

報
酬

545,000 円

474,000 円

442,000 円

（算定方式）
 給料月額 × 在職月数 × 100分の40

 給料月額 × 在職月数 × 100分の30



６　職員数の状況

(１)　部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

（注）１　本表は「地方公共団体定員管理調査」に基づく職員数を記載してあります。
　　　２　「地方公共団体定員管理調査」の調査要領に基づき、平成27年以降は教育長（１人）を含まな
　　　２　い数字を記載してあります。
　　　３　最下段 [     ]内は、条例定数の合計です。

採用による増
異動に伴う減
異動に伴う増
異動に伴う増
<参考>

人口１万人当たり職員数 41.40 人
<参考>

人口１万人当たり職員数 104.26 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数）

横須賀市・三浦市消防広域化による減

<参考>
人口１万人当たり職員数 62.87 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数）

<参考>
人口１万人当たり職員数 5.98 人

主な増減理由

異動に伴う減

退職に伴う減

異動に伴う増
異動に伴う減

＋0
△ 72
△ 72

△ 74

＋3

対 前 年
増 減 数

＋0
△ 2
＋0
＋0
△ 1
＋0
＋2

公
営
企
業
会
計

病　院
水　道
下水道
その他
小　　計

計

小　　計

教　　育
消　　防

471 541
[ 691 ] [ 775 ]

合　　　計

＋4

△ 70
[ △ 84]

187 183

△ 1
＋1
＋1

138 135
15 16
8

普
　
通
　
会
　
計
　
部
　
門

一
 

般
 

行
 

政
 

部
 

門

5 5
93 95
16

7
26 25

284 358

27 27
0 72

27 99

257 259

労　　働
農林水産

職員数

△ 1
＋0

△ 2
<参考>

人口１万人当たり職員数 56.89 人

11 12
33 33

1 1
14 12

26 26
58 59

平成29年 平成28年

16

商　　工
土　　木

計

　　　　　　　区　　分

部　　門
議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生



(２)　年齢別職員構成の状況（平成29年４月１日現在）

(３)　職員数の推移

（注）１　本表は「地方公共団体定員管理調査」に基づく職員数を記載してあります。
　　　２　「地方公共団体定員管理調査」の調査要領に基づき、平成27年度以降は教育長（１人）を含ま
　　　２　ない数字を記載してあります。

32 人 28 人 27 人

21人 (12.65%)

△ 99人 (△17.37%)

平成
29

年度

257 人

27 人

0 人

284 人

187 人

471 人

(△11.07%)△ 32人

△ 7人 (△20.59%)

△ 81人 (△100.00%)

△ 120人 (△29.70%)

一般行政

教育

消防

普通会計計

公営企業会計

総合計

289 人

34 人

81 人

404 人

166 人

570 人

185 人 188 人 184 人 183 人

581 人 570 人 549 人 541 人

82 人 76 人 74 人 72 人

396 人 382 人 365 人 358 人

34 人

　　　　　　　年度

部門別

平成
24

年度

平成
25

年度

平成
26

年度

平成
27

年度

平成
28

年度

過去５年間
の

増減数（率）

280 人 274 人 263 人 259 人

52 86

55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

0 17 34 44 40 45 64 55 32 2 471

52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計区　分
20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

構成比 

５年前の構成比 



７　条例に定める公表事項１　【人事・給与関係】

(１)　採用者の状況

① 職種別・採用方法別職員数
　採用方法は、試験による採用と選考による採用とがあります。
　試験採用については、例えば、一般行政職の１次試験は能力及び適性試験を主な内容とし、
２次試験以降は面接を主な内容としています。
　選考採用については、例えば、医療職のうち医療技術職と看護師職は面接及び小論文、医
師職は面接を主な内容としています。

(単位：人）

（注）１　臨時･非常勤職員は含みません。
　　　２　職種のうち、医療職は医師､医療技術､看護師等を表します。

② 採用試験の実施状況
（平成28年度実施試験）

（平成27年度実施試験）

（２）　昇任制度の概要
　主任までの昇任は勤続年数による昇任基準により、グループリーダー･主査の職以上については
選考により昇任をしています。

（３）　降任制度の概要
　降任とは、下位の職を命ずることであり、本人の意に反して行なわれる分限処分（「９　条例に定め
る公表事項３　【職員の分限処分及び懲戒処分関係】」参照）としての降任と、本人の希望に基づく
希望降任があります。本市においては平成20年４月１日から希望降任の制度を運用しており、降任
を希望し申し出た職員は、申出にかかる事由や公務運営への影響等を検討した上で申出事由が正
当なものと承認されれば、下位の職への降任を命じられることとなります。

7 人 4 人 1 人

職　　種

行　政　職（ 事 　務 ）
行　政　職（土木 技術）

職　　種

行　政　職（ 事 　務 ）
行　政　職（土木 技術）

7 人 5 人 0 人

応 募 者 数 受 験 者 数 採 用 者 数

176 人 124 人 8 人

13 人

平成27年度

応 募 者 数 受 験 者 数 採 用 者 数

156 人 128 人 9 人

8 人
2 人

14 人
11 人
0 人
0 人
0 人
0 人

22 人

2 人
1 人

14 人
11 人
0 人
0 人
0 人
0 人

16 人

1 人
0 人
0 人
0 人
0 人
0 人
0 人
6 人
1 人

計
12 人
4 人

14 人
7 人

26 人
11 人

計
うち女性 12 人

技能労務職
0 人
0 人

0 人
0 人

0 人
0 人

計
うち女性

消　防　職
0 人
0 人

0 人
0 人

0 人
0 人

計
うち女性

医　療　職
0 人
0 人

11 人
6 人

11 人
6 人

計
うち女性

行　政　職
12 人
4 人

3 人
1 人

15 人
5 人

計
うち女性

6 人
試験採用 選考採用 計

平成28年度
試験採用 選考採用 計

行　政　職（建築 技術） 1 人 1 人 1 人



（４）　退職者の状況
　退職には次の事由による区別があり、各事由別の退職者数は下記のとおりです。

定年退職 ： 定年（60歳、医師は65歳）に達した後の年度末に退職する場合
勧奨退職 ： 人事管理上の理由により、市が行う退職の勧奨に応じ退職する場合
自己都合退職： 本人の都合により退職する場合
その他 ： 死亡による退職等

（平成28年度）

（注）１　（　）内は、平成27年度中の退職者数です。
（注）２　　平成28年度の自己都合退職者のうち消防職に係るものは横須賀市・三浦市消防広域化に
（注）２　　よる割愛退職者です。

（５）　再任用の状況
　定年退職者を再雇用する制度があり、再任用職員には、定年前の職員と同様に勤務する常時勤
務職員と、週38時間45分未満の短時間勤務職員があります。
再任用状況は下記のとおりです。

（平成28年度）

（注）（　）内は、平成27年度中の再任用者数です。

（６）　身体障害者及び知的障害者の任用状況

3.10%平成28年度2.54%平成29年度法定雇用率 2.30%

技能労務職 0 (0) 0 (0) 0 (0)
合　　計 0 (0) 1 (1) 1 (1)

医　療　職 0 (0) 1 (1) 1 (1)
消　防　職 0 (0) 0 (0) 0 (0)

9 (7)

常時勤務 短時間勤務 計
行　政　職 0 (0) 0 (0) 0 (0)

 うち管理職 5 (3) 1 (1) 3 (3) 0 (0)

0 (0)
合　　計　　 6 (5) 5 (3) 80 (28) 0 (0) 91 (36)
 うち管理職 0 (0)

0 (0)
技能労務職　　 1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

 うち管理職 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1 (1)
消　防　職　　 0 (0) 3 (1) 67 (0) 0 (0) 70 (1)

 うち管理職 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

8 (6)
医　療　職　　 1 (1) 0 (0) 5 (13) 0 (0) 6 (14)

 うち管理職 4 (2) 1 (1) 3 (3) 0 (0)

定　年 勧　奨 自己都合 その他 合　計
行　政　職　　 4 (4) 2 (1) 8 (15) 0 (0) 14 (20)



８　条例に定める公表事項２　【勤務時間その他の勤務条件関係】

（１）　職員の勤務時間及び休憩時間（平成29年４月１日現在）
　職員の勤務時間は、８時30分から17時15分までのうち、１日７時間45分　週38時間45分です。
　また、12時00分から13時00分までの１時間は休憩時間です。

（２）　職員の年次有給休暇の概要と取得状況
　三浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づき、１年に２０日の有給休暇が付与されます。

（３）　介護休暇の概要と取得状況
　職員が、介護の必要な配偶者等の介護を行うための休暇で、連続する６月の範囲内で必要と認め
られる場合に取得でき、取得単位は１時間からとなっています。

（４）　職員の育児休業等の概要と取得状況
　育児休業等に関する制度には、３歳に満たない子を養育するため休業することができる育児休業
制度と、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、２時間を超えない範囲内で勤務時間
の一部について勤務しないことができる部分休業制度、１週間当たりの勤務時間を短縮する育児短
時間制度があります。

※(　)内は、取得者のうち女性職員の人数を表しています。

９　条例に定める公表事項３　【職員の分限処分及び懲戒処分関係】
　職員は、その身分を保障されていますが、一定の事由により分限処分や懲戒処分がなされ、
職を失ったり、降任されたり、給料を減額されることがあります。
　分限処分とは、公務能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは、公務への信用を失
墜させるなど公務員としてふさわしくない行為があった場合に秩序維持のために行う処分です。

（１）　分限処分者 (単位:人）

※(　)内は、平成27年度の状況です。

0 0 6 0 6
(0) (0) (7) (0) (7)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 6 0 6
(0) (0) (7) (0) (7)

免 職 降 任 休 職 降 給 合計
0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

０人（０人） ０人（０人） １人（１人） １人（１人） ０人（０人）育児短時間

10人（９人） 10人（10人） ６人（６人） ８人（８人） ７人（７人）
２人（２人） ４人（３人） ２人（２人） ３人（３人） ０人（０人）

育 児 休 業
部 分 休 業

取　得　者　数
平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度

休 業 区 分

平成28年 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年
0 人 0 人 1 人 1 人 1 人

介 護 休 暇 取 得 者 数

平　　均　　取　　得　　日　　数
平成28年 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年

7.2 日 7.2 日 7.0 日 8.2 日 8.5 日

処 分 事 由

勤務実績の不良

心身故障（私傷病）

職務適格性欠如

職制･定数の改廃、
予算減少による過員

刑事事件に関し
起訴された場合

合　計



（２）　懲戒処分者 (単位:人）

※(　)内は、平成27年度の状況です。

10　条例に定める公表事項４　【職員の服務関係】

（１）　服務に関する基本原則の概要

 守秘義務
職員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、退
職した後も同様です。

 政治的行為の制限
職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する
等の政治的行為が禁止されています。

合　　計

基 本 原 則 概　　　　　　要

 職務専念義務
職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂
行しなければなりません。

 信用失墜行為の禁止
職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる
行為をしてはなりません。

 営利企業等の従事制限
営利企業等に従事することが制限され、許可を受けなけ
れば従事することができません。

 争議行為等の禁止 職員は争議行為等を禁止されています。

0 0 0 1 1
(0) (1) (1) (3) (5)

道路交通法違反

0 0 0 0 0
(0) (0) (1) (3) (4)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

管理監督者責任

収　　賄

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

横　　領

傷害･暴行等刑法違反

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

金銭･異性関係非行

欠勤･遅刻･早退･
勤務態度不良等

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (1) (0) (0) (1)

公職選挙法違反

争議行為

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

営利企業等従事
制限違反

守秘義務違反

職務専念義務違反

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

政治的行為違反

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 1 1
(0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

職務命令違反

信用失墜行為

免 職 停 職 減 給 戒 告 合 計

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0

処 分 事 由

給与等不正領得

採用時虚偽行為



（２）　職務専念義務免除制度の概要と免除の状況
　職務専念義務は、一定の事由がある場合に限り免除されます。
　三浦市では、三浦市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例により、「職員は次の各号
の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、そ
の職務に専念する義務を免除されることができる。」としています。
　①　研修を受ける場合
　②　厚生に関する計画の実施に参加する場合
　③　前２号に規定する場合を除く外市長が定める場合
　また、上記「③」の内容について、三浦市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
第２条第３号の市長が定める場合に関する要領において下記のように定めています。
　①　職員が、市行政と密接な関係を有し、市が指導育成等を行うことを必要とする団体の事
 　　　務又は事業に従事する場合
　②　職員が、その職務に関連のある国若しくは他の地方公共団体の附属機関又はこれに類す
  　 　る機関の委員、幹事、書記等の非常勤の職を兼ね、その職に関する事務に従事する場合
　③　職員が、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４６条の規定により勤務条件に
 　　　関する措置を要求し、若しくは同法第４９条の２第１項の規定により不利益処分について
 　　　不服申立てをする場合又はこれらの審査に当事者として出席する場合
　④　職員が、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第５１条第１項及び第２
 　　　項の規定により、公務災害補償の決定に対して審査請求若しくは再審査請求をする場合又
 　　　はこれらの審査に当事者として出席する場合
　⑤　職員が、地方公務員法第５５条第１１項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を
 　　　申し出る場合
　⑥　職員が、その職務に関連のある講演会その他の会合に出席する場合
　⑦　職員が、その職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
　⑧　その他特別の事由のある場合
　承認された代表的な承認内容は次のとおりです。

　三浦市区長会事務従事
　三浦市社会福祉協議会事務従事
　各種統計調査指導員事務従事

（３）　営利企業等従事許可制度の概要と許可の状況
　職員は、許可を受ければ営利企業等に従事することができます。
　ただし、その従事によって市職員としての職務遂行に支障のないこと、対象職員の職との間に
特別の利害関係又はその虞がないことが前提となります。
　許可された代表的な承認内容は次のとおりです。

　消防団員
　各種選挙における投票管理者
　各種統計調査指導員

（４）　在籍専従休職制度の概要と許可の状況
　職員は、許可を受ければ職員団体（組合）の業務にもっぱら従事することができます。
　（これにより従事する場合は無給休職扱いとなります。）
　現在、三浦市においては本制度による専従休職者はいません。

11　条例に定める公表事項５　【職員の研修及び勤務成績の評定関係】

（１）研修の基本的方針
　市では、平成１９年３月に「三浦市人財育成・活用基本プラン」を策定しました。これは、
地方公務員法第３９条第３項に基づく研修に係る基本的な方針に当たるものです。
　職員研修は、このプランに沿って次に掲げる職員を育成することを目標として毎年度職員
研修事業計画を定めて実施しています。

ア　公務員としての高い倫理観を持ち、市民から信頼される職員
イ　常に問題意識を持ち、社会変化に対応できる柔軟な思考能力を備えた創造力豊かな職員
ウ　豊かな教養と広い視野を持ち、行政課題に的確に対応できる先見性と実行力を身に付け
　　た職員
エ　強い責任感と組織の一員としての協調性を持つ職員



（２）　研修の体系区分別実施状況(平成27年度実績）

①　庁内研修

ア　ステップ研修

イ　テーマ別研修

ウ　その他の研修

情報セキュリティ研修
地方自治法概論

テーマ別研修合計

13
12

研修講座名 人数
姉妹都市職員交流研修 5

ステップ研修合計 5

480

男女共同参画推進研修「タイムマネジメントスキルアップ講座」

安全運転研修

11
10
4

三浦市役所の仕事と行政法の基礎研修

安全衛生研修（三浦市ゲートキーパー養成講座）

公共工事の設計及び監督研修
安全衛生研修（メンタルヘルス市民講座）

普通救命講習会
人権啓発講演会

2
10
3

13
12

23
62
90
10

135
10
16
25

災害対策本部図上訓練

公共工事の監督研修

共済制度研修

文書事務基本講座
がん検診普及啓発講演会

新採用職員指導担当者研修

議会対応研修

改正行政不服審査法研修

議会委員会答弁スキルアップ研修

新採用職員指導担当者研修（9月採用）
14

5

新採用職員研修[9月採用]
主事昇任研修
主任昇任研修

ステップ研修合計

研修講座名 人数

2
7

14
61

研修講座名
新採用職員研修[前期]
新採用職員研修[中期] 【職場を飛び出せ！地域密着研修】

人数
20
9

新採用職員研修[後期] 9



②　派遣研修

ア　公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村研修センター主催研修講座への派遣研修

用地担当職員研修講座

㈶神奈川県市町村振興協会市町村研修センター主催研修合計

1
1
7
3

税務職員（徴収基礎）研修講座
税務職員（徴収実務）研修講座
税務職員（固定資産税）研修講座
税務職員（市町村民税）研修講座

1
1

統計概論研修講座 1
簿記・公会計制度（初任者）研修講座 2
簿記・公会計制度（経験者）研修講座 2
情報セキュリティ研修講座 1
広報企画研修講座 1

人数
15
2
6
6
3

11
7
1
1
1
7
4
3

15
8
2

研修担当職員研修講座 1
女性職員キャリアアップ研修講座 1
ファシリテーション研修講座 1
リーダーシップ研修講座 1
二市一町合同（逗子市・葉山町・三浦市）研修「リーダーシップ研修」 6

災害に関する危機管理（応用）研修講座
コーチング研修講座
目標によるマネジメント研修講座
住民対応（リーダー・監督者級）研修講座
メンタルヘルス（リーダー・監督者級以上）研修講座
マネジメント研修講座研修講座
接遇研修指導者養成研修講座
法制執務（基礎）研修講座
法制執務（応用）研修講座
法学概論研修講座
民法研修講座
財務事務研修講座

2

129

1
2

1

研修講座名
住民対応（入門）研修講座
法制執務（入門）研修講座
タイムマネジメント研修講座
コミュニケーションスキルアップ研修講座
プレゼンテーション研修講座
住民との協働研修講座
住民対応（一般職員）研修講座
職場研修（ＯＪＴ）研修講座
災害に関する危機管理（基礎）研修講座



イ　その他専門的研修機関等主催研修講座への派遣研修

ウ　自己啓発研修

エ　職場研修支援

（３）　職員の勤務成績の評定制度の概要
　三浦市では、人財の育成・活用のためには、職員の「いまの状態」を知ることが不可欠であり、
そのために個々の職員に対する「評価」を行う制度として、平成１６年度から人事考課制度を試行
しています。
　平成１８年１０月からは、試行対象を行政職全員に拡大し、目標による管理手法を踏まえた業績
考課も試行しました。（本市の人事考課制度は、「能力考課」「態度考課」と「業績考課」で構成
しています。）
　平成１９年度からは、行政職職員のうち管理職（部長級及び課長級）である職員について本格実
施とし、勤勉手当の成績率に反映しています。
　平成２６年度からは、上司と部下双方のコミュニケーションを高め合い、これまでの上司から部
下への一方向からの評価だけでなく、双方による多面的な評価を実施し、マネジメント能力を向上
させることを目的とした「マネジメントサポート制度」を導入しています。

1
産業医研修会 1
三浦半島４市１町合同研修 2

内　容
新採用職員指導員（フレッシュマントレーナー）制度
新採用職員研修日誌制度

職場研修支援合計

人数
11
11
22

25その他専門的研修機関等主催研修講座への派遣研修合計

内　容
ｅラーニング（ワード・エクセル・アクセス・パワーポイント）

自己啓発研修合計

人数
31
31

スキルアップ研修（地盤工学）
スキルアップ研修（測量実習）
被災宅地危険度判定士養成講習会
被災宅地危険度判定士BU講習会
甲種防火管理資格講習
人事管理研修会
給与実務研修会

研修講座名 人数
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1

安全衛生推進者養成講座

アスファルト舗装品質管理実習
災害査定実務者研修（講義編）
災害査定実務者研修（実践編）
公共工事の監督・検査・工事成績評定等について
電子納品に関する説明会（初級編）

法令実務Ｂ（応用）
土木技術者研修



12　条例に定める公表事項６　【職員の福祉関係】

（１）　共済組合の概要
　三浦市の常勤職員は、神奈川県市町村職員共済組合に加入します。
　神奈川県市町村職員共済組合は大きく分けて、短期給付事業、長期給付事業、福祉事業の
３つの事業を行なっています。
　これら事業に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄わ
れています。

①　短期給付事業
　組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業・災害に対して、必要な給付を行
います。

②　長期給付事業
　組合員の退職・障害・死亡に対して年金・一時金の給付を行います。
　公務員の公的年金には、基礎年金（国民年金に相当）と共済年金（民間企業の厚生年金、
企業年金に相当）があります。

ア　共済年金

(注)　要件等は省略しています。

イ　基礎年金

(注)　要件等は省略しています。

③　福祉事業
　福祉事業としては、職員（組合員）の健康保持・疾病予防事業などの保健・保養及び
教養に資する事業、保養所の経営などの宿泊事業、住宅貸付などの貸付事業、貯金事業、
物資の斡旋事業など職員の福祉のための事業を行っています。

 法定給付

 法定外給付

 退職共済年金

 障害共済年金
 障害一時金

 遺族共済年金

職員（共済組合員）期間等２５年以上の者が退職した場合で、６５歳に達し
たとき等に支給（支給開始年齢の特例あり）
法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じて支給
軽度の障害の状態で退職したときに支給
組合員が死亡したときに支給

職員（共済組合員）期間等２５年以上の者が退職した場合で、６５歳に達し
たとき等に支給（支給開始年齢の特例あり）
法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じて支給
組合員が死亡し、１８歳未満の子を有している場合に支給

 老齢基礎年金

 障害基礎年金

 貯金事業

 貸付事業

 物資事業

 財形住宅貸付事業

保養所「湯河原温泉ちとせ」の利用
給与天引きにより積立（年率1.56％　平成29年4月1日現在）
普通貸付、特別貸付（医療・入学・修学・結婚・葬祭）、住宅貸付、災害貸
付、在宅介護対応住宅貸付、高額医療貸付、出産貸付
自動車・オートバイの代金の立替え払い後、割賦により職員から返済を受
ける
住宅の新築・購入・増改築等に必要な資金の貸付

 宿泊事業

人間ドック等の補助、電話健康相談、宿泊施設、保養所利用助成、厚生
施設（遊園地･プール等）利用助成など

附加給付 法定給付以外の給付

保健給付 病気、負傷などの場合に支払われる給付
休業給付 育児休業などの場合に支払われる給付
災害給付 災害などの場合に支払われる給付

 遺族基礎年金

 保健事業



（２）　公務災害補償の概要と実施状況
　公務中に発生した災害（負傷・疾病・障害・死亡）については、地方公務員災害補償基金か
ら一定の補償がなされます。

（３）　職員の健康診断等の概要
　労働安全衛生法の規定により、年１回の職員健康診断を実施し、職員の健康管理に配慮して
います。

（４）　メンタルヘルスへの対応状況
　職員を対象として、メンタルヘルス関連の研修会を行っています。また、庁内ＬＡＮ等を
利用し、メンタルヘルス関連の情報提供を行っています。

（５）　ハラスメントへの対応状況
　セクシャルハラスメントにのみ対応していた従前の指針を、平成29年１月より「マタハラ」や
「パワハラ」にも対応できるよう改定し、ハラスメント全般に対応する窓口を開設しています。

（６）　その他職員福利厚生のための独自の制度の概要
　地方公共団体は、法律に基づき、職員の保健、元気回復等の厚生制度を企画し実施すること
とされています。このいわゆる福利厚生事業には三浦市職員厚生会への委託を通じて行うもの
と、三浦市が直接実施するものがあります。

　三浦市職員厚生会は、職員の厚生の充実を図り福祉を増進することを目的として設置された
組織で、三浦市職員（平成29年度会員数476人）で構成され、三浦市からの委託料と会員から
の会費により運営されています。
　主な事業のうち、三浦市が委託する事業として文化活動事業・体育活動事業・厚生活動事業
があり、会費により運営する厚生会独自の事業として互助給付事業・貸付事業があります。

①　三浦市職員厚生会決算の状況
（単位:千円）

②　厚生会を通じて実施した事業
　平成28年度に三浦市職員厚生会を通じて実施した事業は次のとおりです。
　（厚生会が職員からの会費のみで実施した事業は除きます。）

（注）（　　）内は職員の会費も含めた事業額です。
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文化活動事業（バスハイク等）
367,925

(1,458,550)

体育活動事業（ボウリング大会等）
82,952

(368,282)

委　託 料 554273

事業概要・給付単価（円） 補助額（円）

人間ドック等助成金
2,194,000

(2,194,000)

平成29年度予算 平成27年度決算平成28年度決算
一般会計 7,987 6,6977,417
特別会計 19,073 13,0809,072

7 件 0 件
8 件 0 件 5 件 0 件 0 件 0 件

公務上の災害
新規認定件数

補償件数

1 件 0 件 1 件 0 件 0 件 0 件
1 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件

通勤災害
新規認定件数

補償件数
5 件 0 件 10 件 0 件

平成26年度
傷　病 死　亡 傷　病 死　亡 傷　病 死　亡

公務災害の種類 件数区分
平成28年度 平成27年度



12　条例に定める公表事項７　【公平委員会の業務関係】

（１）　苦情処理制度の概要
　職員は、任用・給与・勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申
出及び相談を公平委員会等にすることができます。

（２）　勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況
　職員は、給与等勤務条件に関して当局が適当な措置を講じるよう公平委員会に要求すること
ができます。

（３）　不利益処分に関する審査請求制度の概要と状況
　職員は、懲戒その他の意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に審査請求をするこ
とができます。

0 0 0 0 0 0

平成28年度
当初係属件数

0

平成28年度末
係属件数

0

平成28年度
当初係属件数

0

平成28年度末
係属件数

0

0 0 0 0 0 0

新規申立
件数

処　　　理　　　件　　　数
処分取消 処分容認 却　下 取下げ 計

新規申立
件数

処　　　理　　　件　　　数
申立容認 棄　却 却　下 取下げ 計


